
2022 年 3 月 28 日 

 

ＫＶＫ行動計画書 
 

 

 

女性が活躍できる環境整備を行うため、次のように行動計画を策定する。 

 

 

１．計画期間  ２０２２年４月１日～２０２４年３月３１日までの２年間 

 

２．内容 

  

  

 

 

 

 

 ＜対策＞ 

・ 社内通達等を活用した周知・啓発を実施する。 

・ 有休休暇取得率を上げるため計画的有休付与制度を継続する。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 ＜対策＞ 

・  社内通達等による周知を実施する。 

・  復職制度の利用を推進する。 

 

＜目標１＞ 

 計画期間内の全社の有休休暇取得率を、2019 年度の全国平均 56.3％以上にする。 

＜目標２＞ 

育児休業、介護休業制度の活用率を増加させる。 


